
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年９月３０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                    委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年６月１２日 ２０時４０分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市水島港外  六口
む く ち

島
しま

灯標から真方位２９０°１.５海里付近 

（概位 北緯３４°２６.４′ 東経１３３°４４.０′） 

事故調査の経過  平成２２年６月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官 (広島事

務所) ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 貨物船 第七 量
りょう

安
あん

丸、４９８トン 

  １３３３０６、佐藤漁業株式会社 

  ７５.４９ｍ×１２.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

  ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年４月１７日 

Ｂ 引船 最上
さいじょう

丸、１９トン 

  ２９４－２０６０１、個人所有 

  １７.５０ｍ×５.００ｍ×２.１０ｍ、鋼 

  ディーゼル機関、７３５kＷ、平成９年８月 

Ｃ はしけ ＳＫ
エスケー

－８０１ 

  なし、株式会社シーゲートコーポレーション 

  ３８.７ｍ×８.８ｍ、鋼 

  なし 

Ｄ はしけ 大
だい

８８８  

  なし、株式会社シーゲートコーポレーション 

  ４３.５ｍ×１０.５、鋼 

  なし 

 乗組員等に関する情報 性別、年齢、受有免許等 

Ａ 船長 男性 ６１歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４５年５月２９日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２０年５月２６日 

    免状有効期間満了日 平成２５年８月２５日 

Ｂ 船長  男性 ４９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 年 月 日 平成１６年８月６日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２１年７月１日 

              （平成２６年８月５日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 球状船首左舷に凹損 

Ｄ 船首に凹損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、水島港外において錨泊中、Ｂ船

は、船長Ｂが１人で乗り組み、それぞれ１人を乗せたはしけ２隻を縦列

でえい
．．

航（以下｢Ｂ船引船列｣という。)し、水島港外を約５.０ノット

（kn）の対水速力で西進中、平成２２年６月１２日２０時４０分ごろ、

Ａ船の球状船首左舷とＢ船引船列のはしけＤの船首とが衝突した。 

 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約２m/s、気温 ２２.８℃ 

 海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 約２.１kn の北西流 

 その他の事項  Ａ船は、平成２２年６月１１日０７時３０分ごろ、右舷錨及び錨鎖３

節使用して錨泊した。事故当時、Ａ船は、錨泊灯のほか、作業灯や外部

灯を点灯しており、船長Ａは船室にいた。 

Ａ船は、停泊当直者を配置していなかったので、Ｂ船引船列がＡ船に

接近していることに気付かなかった。 

Ｂ船引船列は、はしけＣ及びはしけＤを、Ｂ船船首からはしけＤの後

端までの長さが約１８０ｍとしてえい
．．

航していた。 

Ｂ船は、マスト灯３個、両舷灯、船尾灯及び引き船灯を表示したほか

黄色回転灯を点灯していた。また、はしけＣとはしけＤは、それぞれ両

舷灯及び船尾灯を表示していた。 

 Ｂ船引船列は、水島港外を西進中、Ａ船の東方（手前）で錨泊してい

た他の１隻（船名等不詳）が、抜錨して航行を開始し、明るい灯火を点

灯したままＢ船引船列の方に向かってきたため、これを避けるため、左

転して南寄りの針路とし、ガンツガ瀬北方灯浮標（紅色）及びトクダキ

ノ石灯浮標（緑色）の間に向けて西進した。 

Ｂ船引船列は、他船を避けて南寄りの針路としたことと、北西流によ

り圧流されたことで、Ａ船に接近する状況となり、Ｂ船引船列のはしけ

ＤとＡ船の船首部とが衝突した。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 あり 

判明した事項の解析  Ａ船は、水島港外で錨泊中、Ｂ船引船列は、水

島港外を西進中、Ｂ船引船列が、他船を避けるた

め南寄りの針路としたこと、及び北西流により南

に圧流されながら航行したことから、Ａ船に接近

し、Ｂ船引船列のはしけＤとＡ船とが衝突したも

のと考えられる。 

Ｂ船引船列は、他船を避けたのち、潮流による

圧流の影響を考慮して、Ａ船と十分な通過距離を

とらなかったものと考えられる。 

Ａ船は、停泊当直者を配置していなかったの

で、Ｂ船引船列が接近していることに気付かなか

ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、水島港外において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船引船列が西

進中、Ｂ船引船列が、他船を避けたのち、Ａ船と十分な通過距離をとっ

て航行していなかったため、Ｂ船引船列が潮流により圧流され、Ａ船と
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Ｂ船引船列のはしけＤとが衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

 




